
（＊）各地域センターの名称には、設置する市名を用いている。

都道府県
管　　　轄　　　区　　　域

（支所については、担当区域）

（九州農政局）
熊本市　荒尾市　玉名市　山鹿市　菊池市　宇土市　宇城市　阿蘇市
合志市　下益城郡　玉名郡　菊池郡　阿蘇郡　上益城郡

八代地域センター
八代市　人吉市　水俣市　上天草市　天草市　八代郡　葦北郡　球磨
郡　天草郡

　うち天草支所 上天草市　天草市　天草郡

福岡地域センター

福岡市　大牟田市　久留米市　柳川市　八女市　筑後市　大川市　小
郡市　筑紫野市　春日市　大野城市　宗像市　太宰府市　古賀市　福
津市　うきは市　朝倉市　みやま市　糸島市　筑紫郡　糟屋郡　朝倉郡
三井郡　三潴郡　八女郡

　 　うち久留米支所
大牟田市　久留米市　柳川市　八女市　筑後市　大川市　小郡市　うき
は市　朝倉市　みやま市　朝倉郡　三井郡　三潴郡　八女郡

北九州地域センター
北九州市　直方市　飯塚市　田川市　行橋市　豊前市　中間市　宮若
市　嘉麻市　遠賀郡　鞍手郡　嘉穂郡　田川郡　京都郡　築上郡

佐賀県 佐賀地域センター 佐賀県

長崎地域センター 長崎県

　うち佐世保支所 佐世保市　平戸市　松浦市　北松浦郡

　うち壱岐支所 対馬市　壱岐市

　うち五島支所 五島市　南松浦郡

大分地域センター 大分県

　　　　　うち宇佐支所 中津市　豊後高田市　宇佐市

　　　　　うち豊後大野支所 佐伯市　臼杵市　津久見市　竹田市　豊後大野市

宮崎地域センター
宮崎市　都城市　日南市　小林市　串間市　西都市　えびの市　北諸
県郡　西諸県郡　東諸県郡　児湯郡

　うち都城支所 都城市　日南市　串間市　北諸県郡

延岡地域センター 延岡市　日向市　東臼杵郡　西臼杵郡

鹿児島地域センター

鹿児島市　枕崎市　阿久根市　出水市　指宿市　西之表市　薩摩川内
市　日置市　霧島市　いちき串木野市　南さつま市　奄美市　南九州市
伊佐市　姶良市　鹿児島郡　薩摩郡　出水郡　姶良郡　熊毛郡　大島
郡

　うち西之表支所 西之表市　熊毛郡

　うち薩摩川内支所 阿久根市　出水市　薩摩川内市　薩摩郡　出水郡

　うち奄美支所 奄美市　大島郡

鹿屋地域センター 鹿屋市　垂水市　曽於市　志布志市　曽於郡　肝属郡

宮崎県

鹿児島県

(注1)　地方農政局又は北海道農政事務所を設置する一定の地域には、地域センターを設置せず、表中の
　　　府県又は市町村を地方農政局又は北海道農政事務所が直接管轄する。

(注2)　農林水産大臣は、災害その他特別の事由が生じた場合において、地域センターの業務の円滑な遂行
　　　のため特に必要があるときは、地域センターの管轄区域について特別の定めをすることができる。

地域センターの管轄区域及び支所（九州農政局管内）
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地域センター等の名称
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